
＜別添参考＞　実施要領　別紙５様式

別紙5_本番用副本初期登録進捗状況連絡シート

副本初期登録結果確認完了日の予定と実績(特定個人情報単位)
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特定個人情報名コード 初期登録の
対象

※6　（ｃ）（(a)と(b)の乖離）が大きい場合には、登録すべきデータが漏れなく登録しているか慎重にチェックし、○を記入すること。

登録後の正確性
の確認
※3

(a)中間サーバー
登録予定件数

※4

(b)中間サーバー
登録実績件数

※5

（c）
((b)－(a))／(a)

※6

(d)
※6

TM00000000000024

TM00000000000025

TM00000000000004

TM00000000000008

TM00000000000009

TM00000000000010

結果確認完了日
※1

予定 実績

TM00000000000001

TM00000000000002

TM00000000000003

管理番号

1

2

3

TM00000000000078

TM00000000000080

TM00000000000081

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

TM00000000000082

TM00000000000050

TM00000000000051

TM00000000000052

TM00000000000074

TM00000000000077

TM00000000000036

TM00000000000037

TM00000000000038

TM00000000000039

TM00000000000043

TM00000000000047

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報

障害者自立支援法第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

TM00000000000083

TM00000000000084

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

特定個人情報名

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報

児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福
祉法にいう知的障害者に関する情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。）に関する情報

TM00000000000044

TM00000000000045

TM00000000000046

TM00000000000020

-

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。）若しくは
日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報

TM00000000000018

TM00000000000019

TM00000000000012

TM00000000000015

TM00000000000016

TM00000000000017

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立
支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

TM00000000000026

TM00000000000027

TM00000000000021

TM00000000000023

TM00000000000033

TM00000000000034

TM00000000000035
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24
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TM00000000000028

TM00000000000029

TM00000000000030

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報TM00000000000031
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予防接種法による予防接種の実施の情報

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報

国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第
一項の福祉手当の支給に関する情報

災害救助法による救助に関する情報

児童福祉法による障害児入所支援、小児慢性特定疾病医療費の支給若しくは措置（同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。）
に関する情報

母子保健法による妊娠の届出に関する情報

児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報

国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

健康保険法第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

-

登録対象範囲
（件数）の確認

※2

※1　初期登録（本番用副本登録実施要領4.5.1参照）の完了後、その結果確認（本番用副本登録実施要領4.5.4参照）を実施する予定・実績の年月日を記入する。

※2　「①正本データ」が副本登録する対象として、もれなく「②副本データ（特定個人情報ファイル）」として抽出でき、「③副本データ」として不足なく登録されていること」を、
　　　件数の一致によって確認し、○を記入する（本番用副本登録実施要領1.7参照）。

※3　登録後の「③副本データ」が正確である（「①正本データ」＝「③副本データ」）ことをサンプルチェック等により確認し、○を記入する（本番用副本登録実施要領1.7及び4.5.4【参考】参照）。

※4　「別紙1_本番用副本登録要件整理シート」の特定個人情報ごとに合計した「件数（データセット数）」を記入する（本番用副本登録実施要領2.4.1参照）。より正確な登録予定件数がある場合には、当該登録予定件数を記入する。

※5　初期登録結果確認後に、中間サーバー接続端末にて統計情報を確認し、特定個人情報ごとの合計件数（データセット単位）を記入する（本番用副本登録実施要領4.5.3(2)及び4.5.3(3)参照）。

難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

「本番用副本登録 実施要領（地方公共団体向け）（第2.20版）」（平成２９年４月２８日付
内閣官房・総務省・地方公共団体情報システム機構（J-LIS）連名資料）別紙５の記入フォーマット
のうち、「副本初期登録結果確認完了日の予定と実績(特定個人情報単位)」部分を抜粋
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